
丸
善
工
作
部
係
規
明
治
一
一
十
四
年
五
月
一
日

経
テ
之
ヲ
拒
ム
了
ヲ
得

第
八
係
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

マ
マ

部
長
一
名
屍
員
名
職
工
若
干
名

第
九
係
部
長
ハ
部
中
全
燈
ノ
事
ヲ
掌
理
シ
及
ピ
屍
員
己
下
職
エ
ヲ
監
督
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
係
厨
員
ハ
部
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ヶ
製
造
販
寅
曾
計
等
ノ
事
務
ヲ
分
掌
シ

部
長
事
故
ア
ル
昨
ハ
上
俸
級
ノ
者
共
職
務
ヲ
代
理
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
係
職
エ
ハ
指
揮
者
ノ
命
ヲ
受
ケ
製
造
一
一
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
係
唐
物
店
〈
例
月
含
ノ
評
議
ヲ
経
テ
部
長
巳
下
職
員
ヲ
進
退
又
ハ

増
減
ス
ル
Ｔ
ヲ
得

第
十
三
係
職
員
俸
級
ハ
分
テ
甲
乙
ノ
ー
種
ト
ス

甲
種
俸
級
乙
種
俸
級

第
十
四
係
部
長
及
馬
員
ハ
甲
種
俸
級
ト
シ
例
月
曾
二
於
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
五
係
甲
種
俸
級
ハ
ー
ヶ
月
ヲ
三
十
日
ト
シ
出
勤
日
数
二
悠
シ
毎
月
廿

五
日
唐
物
店
ヨ
リ
之
ヲ
渡
ス
ベ
シ

第
十
六
係
職
エ
ハ
乙
種
俸
級
ト
シ
部
長
二
於
テ
適
宜
之
ヲ
定
ム
ル
可
ヲ
得

但
シ
屍
員
ヨ
リ
超
過
シ
タ
ル
俸
級
ヲ
輿
フ
ル
可
ヲ
得
ズ

第
十
七
係
損
益
勘
定
ハ
毎
月
二
調
査
シ
テ
唐
物
店
一
一
差
出
ス
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
係
純
益
金
ハ
毎
年
六
月
十
二
月
左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
配
置
ス
ベ
シ

純
益
金
十
分
ノ
ー
一
秋
立
金

4９

第
一
係
工
作
部
ハ
丸
善
唐
物
店
二
附
屈
シ
西
洋
雑
貨
其
他
要
用
ノ
物
品
ヲ

製
造
販
質
ス
ル
所
ト
ス

第
二
催
新
規
物
品
ヲ
試
二
製
造
セ
ン
ト
欲
ス
ル
併
ハ
藤
メ
其
金
額
ヲ
定
メ

唐
物
店
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
係
製
造
品
ハ
凡
テ
（
丸
善
工
作
部
製
造
）
ノ
名
稗
ヲ
記
入
ス
ベ
シ

第
四
係
製
造
品
ハ
丸
善
唐
物
店
ノ
承
諾
シ
タ
ル
モ
ノ
ー
ー
ア
ラ
ザ
レ
バ
（
丸

善
工
作
部
製
造
）
ノ
名
稗
ヲ
記
入
シ
テ
販
賓
又
ハ
庚
告
ス
ル
了
ヲ
得
ズ

第
五
係
職
員
ニ
シ
テ
新
規
有
益
ナ
ル
物
品
ヲ
護
明
シ
専
資
特
許
ヲ
受
ケ
タ

ル
件
ハ
其
物
一
一
工
作
部
員
某
溌
明
ノ
名
稲
ヲ
記
シ
且
其
物
品
一
一
付
テ
ノ
純

益
金
ノ
五
厘
以
上
一
分
以
下
ヲ
総
身
護
明
者
二
賞
輿
ス
ル
了
ア
ル
ペ
シ

第
六
係
庇
告
文
井
二
製
造
品
一
一
貼
用
ス
ル
札
紙
等
ハ
総
テ
唐
物
店
ノ
承
諾

ヲ
得
ザ
レ
バ
彫
刻
叉
ハ
印
刷
ス
ル
可
ヲ
得
ズ

但
シ
此
降
規
前
一
一
掲
ル
札
紙
等
ハ
ー
腫
唐
物
店
ノ
桧
査
ヲ
経
テ
不
都
合

ト
認
ム
ル
モ
ノ
ハ
三
十
日
以
内
一
一
改
正
ス
ベ
シ

第
七
係
製
造
品
ニ
テ
名
禰
ヲ
汚
損
ス
ル
ノ
恐
レ
ア
ル
カ
又
ハ
不
利
ナ
リ
ト

認
ム
ル
作
ハ
唐
物
店
ハ
何
時
一
一
テ
モ
共
製
造
ヲ
制
止
ス
ル
了
ア
ル
ペ
シ

但
シ
工
作
部
ハ
有
益
要
用
ノ
製
造
品
ト
認
ム
ル
昨
ハ
例
月
曾
ノ
評
議
ヲ



営
金
一
一
操
込
ム
ペ
シ

第
二
十
篠
積
立
金
〈
後
来
業
務
ヲ
披
張
ス
ル
篇
メ
ニ
備
へ
置
ク
ヲ
以
テ
如

何
ナ
ル
事
情
ア
ル
モ
配
富
金
一
天
加
入
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
一
陳
部
長
及
屈
員
一
一
シ
テ
此
係
規
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
俸
級
十
五

分
ノ
ー
己
上
二
分
ノ
ー
巳
下
ノ
罰
金
ヲ
出
サ
シ
ム
ル
可
有
ル
ベ
シ

第
二
十
二
僚
此
係
規
二
明
文
ナ
キ
モ
ノ
ハ
丸
善
一
商
吐
ノ
通
則
二
依
ル

第
二
十
三
株
此
係
規
ノ
改
正
ヲ
要
ス
ル
杵
ハ
意
見
ヲ
附
シ
テ
例
月
曾
二
差

第
二
十
二
僚

第
二
十
三
係

出
ス
ベ
シ

右
悌
規
確
守
之
証
ト
シ
テ
記
名
調
印
ス
ル
モ
ノ
也

明
治
廿
四
年
五
月
一
日

丸
善
工
作
部
女
長

安
井
敬
七
郎

全
職
員松

本
定
吉

全
職
員岡

本
梅
太
郎

全
職
員堀

江
貞
吉

〔
注
〕
丸
善
工
作
部
催
規
明
治
二
十
四
年
五
月
一
日
制
定
（
写
）

明
治
二
十
二
年
工
作
部
篠
規
を
起
草
、
明
治
一
一
十
四
年
五
月
補
足
修
正
し

て
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
候
規
の
目
的
は
、
従
来
店
物
店
監
督
下
に
あ
っ
た
工

作
部
を
唐
物
店
の
附
属
と
し
て
工
作
部
の
製
造
及
び
販
売
の
統
制
を
強
化
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。

全
職
員湯

瀬
冨
次
郎

Eｍ

残
高
十
分
ノ
六
唐
物
店
ノ
牧
益

十
分
ノ
四
職
員
牧
入

第
十
九
峰
配
富
金
二
端
数
又
ハ
純
益
金
異
常
二
多
額
ア
ル
倖
ハ
後
同
ノ
配


